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第 4 章 施策の進捗状況と評価 

ここでは、前橋市水道ビジョン２０１５改訂版（２０２１見直し）で掲げた施策の進捗状況と評価

について整理します。定量的に評価可能な施策は、業務指標を用いることで評価します。 

● 前橋水道ビジョン２０１５改訂版（２０２１見直し）の施策 ● 

《基本目標》 1. 安全で安心できる水道 

 1-1. 安全な水の供給 

  (1)水質管理体制の強化 
  （２）地下水水源の保全 
  （３）水安全計画の実施 

《基本目標》 2. 強靭な水道システムの構築 

 2-1. 安定給水のための施設整備 

  (1)施設の更新・改良 
  (2)管路の耐震化・更新 

 2-2. 管理システムの構築 

  (1)遠方監視設備の整備・更新 
  (2)施設のセキュリティ対策の充実 

 2-3. 災害対策の推進 

  (1)基幹施設のバックアップ機能強化 
  (2)応急給水実施の確保 
  (3)応急復旧体制の整備 
  (4)他団体等関係機関との連携強化 

《基本目標》 3. お客様サービスの向上と持続できる水道 

 3-1. お客様サービスの向上 

  （１）直結給水の拡大 
  (2)貯水槽水道の指導強化 
  (3)鉛製給水管の解消 
  (4)電話や窓口対応等のサービスの向上 

 3-2. お客様ニーズの把握・施策への反映 

  (1)お客様と一体となった水道事業運営の推進 

 3-3. 経営の効率化 

  (1)組織の合理化・人員配置の適正化 
  (2)民間委託等の推進 
  (3)経営改善を図る行財政改革推進計画 
  (4)「水道事業ガイドライン」の活用 

 3-4. 組織体制・技術の継承 

  (1)技術の継承 
  (2)ＤＸ・ＩＣＴ化の推進 

 3-5. 財政面の安定化 

  (1)料金収入の確保（収納環境の整備、料金未納対策など） 
  (2)事業計画（水道ビジョン）の見直し 
  (3)財政計画の見直し 

 3-6. 環境への配慮 

  (1)有効率、有収率の向上 
  (2)省エネルギー対策、環境に配慮した事業の推進 
  (3)環境会計の導入の検討 
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4.1 「安全で安心できる水道」 

1-1. 安全な水の供給 

（１） 水質管理体制の強化                                          

●水源水質監視・浄水処理設備の導入 

現行計画 水源である地下水の水質を監視し、水質的に注意を要す水源に対して検査頻

度を高め、監視を強化します。監視を行う中で汚染の危険性が高まった水源に

ついては、適切な水運用、浄水処理設備の導入等の検討を行い安定給水に繋げ

ます。 

進捗状況・

評価 
「水道における※クリプトスポリジウム等対策指針」においてリスクレベル４に

指定される汚染の恐れの高い水源は現時点では市内にはありませんが、代替水

源の有無や水道水の安全性確保の観点から、施設更新計画と合わせて膜ろ過

設備や紫外線処理設備を導入しています。 

●膜ろ過設備    ２施設（金丸第２浄水場、湯之沢浄水場） 

●紫外線処理設備 ３施設（東金丸第２浄水場、堀久保浄水場、二本木浄水場） 

● 膜ろ過設備（湯之沢浄水場） ● 

 

● 紫外線処理設備（堀久保浄水場） ● 

 
 

 

 

◆ 膜ろ過設備とは？ 

濁り、細菌類、クリプトスポリジウム等を取り除く浄水方法です。膜の孔径の大きさの順で、精密

ろ過膜（ＭＦ膜）＞限外ろ過膜（ＵＦ膜）＞ナノろ過膜（ＮＦ膜）＞逆浸透膜（ＲＯ膜）の４種類に分類さ

れます。前橋市水道局では、クリプトスポリジウム対策を目的としてＭＦ膜やＵＦ膜を使用していま

す。 

◆ 紫外線処理設備とは？ 

紫外線処理設備は、照射水槽を通る原水に紫外線を照射することで、原水中の耐塩素性病原生

物（クリプトスポリジウム、ジアルジア等）のＤＮＡを壊して、不活化する浄水方法です。紫外線処理

は、紫外線強度計や原水濁度計等を用いて、紫外線が十分照射されていることを常時確認します。 

※クリプトスポリジウム ： 人や動物の腸管に寄生する病原微生物で、感染すると腹痛を伴う激しい下痢、発熱等を引き起こす。

塩素に強く、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど死滅されないが、適切なろ過処理を行うこ
とで取り除くことができる。 
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●水質検査体制・設備の整備 

 

●実測調査による把握 

現行計画 配水管網及び給水先の水質管理水準を向上するため、定期的な配水管網や

給水栓での実測調査等を行い、流量・配水圧・残留塩素濃度等の把握に努める

とともに、調査結果を維持管理及び管路整備に反映させます。 

進捗状況・

評価 
平成２５年度から、配水圧力が高い水準にある地域や減圧施設により圧力制

御している地域において、配水圧力の実測調査を実施しております。また、毎日

残留塩素濃度の実測調査を通年で継続実施しております。 

● 平均残留塩素濃度（mg/L）の推移 ● 

業務指標 A１０１：平均残留塩素濃度 残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数 

R６値 4,38４mg/L / 15,087 回 = 0.29mg/L 

 

R２ R3 R4 R５ R6 

0.31 0.31 0.30 0.31 0.29 

 

  

現行計画 本市は日本水道協会が定めた※水道水質検査優良試験所規範（略称：水道ＧＬ

Ｐ）を取得しています。これにより本市が実施する水質検査は、高い技術力及び

信頼性が保証されています。 

今後も水道ＧＬＰの認定を維持するとともに、水質検査の透明性を図るため、

検査地点や項目、頻度等を具体的に定めた水質検査計画に基づき、確実に水質

検査を実施していきます。 

進捗状況・

評価 
水質検査計画に基づき、定期的に検査を実施しています。また、水質検査の

信頼性確保のため、平成２３年度に水道ＧＬＰの認定を初めて取得し、令和６年５

月２９日に３回目の更新をしました。 

水質検査機器については、定期的に点検を行い検査精度を保つとともに、耐

用年数等を考慮した更新を行い、自己検査体制を維持しています。 

● 水道ＧＬＰ認定マーク ● 

 

● 水質検査の風景 ● 

 
 

※水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ） ： 水質検査機関による検査結果の信頼性確保を目的として、公益社団法人日本水

道協会によって策定された認定規格のこと。この認定取得により、本市が実施

する水質検査について、検査結果が適正であり、検査における品質管理と技術
力が高い水準にあることが認められたことになる。 



第 4 章 施策の進捗状況と評価      

19 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

第 

７ 

章 

第 

８ 

章 

第 

９ 

章 

資
料
編 

（2） 地下水水源の保全                                           

現行計画 地域環境保全の観点から、地下水の適正利用（過剰揚水の回避）を図ります。

現在、水源の取水能力の確認と過剰揚水の回避を目的として、全水源を対象に

隔年で揚水量調査を実施しています。 

進捗状況・

評価 
良質な水源を確保するため、定期的に揚水量試験（地下水の取水能力を算出

する試験）を実施し、地下水の適正利用に努めています。 

● 揚水量試験の様子 ● 

 

● 地下水率（％）の推移 ● 

業務指標 B１0３：地下水揚水量/年間取水量✕１００ 

R６値 20,688,297 ㎥ / 21,673,965 ㎥ = ９５．５％ 

 

R２ R3 R4 R５ R6 

９４．７ ９５．５ ９５．９ ９５．８ ９５．５ 

 

（3） 水安全計画の実施                                           

現行計画 水安全計画に基づき、水源から給水栓に至るすべての水道システムに存在す

る危害を日常的に監視し、安全な水の供給を確実にするシステムを構築してい

きます。 

進捗状況・

評価 
水安全計画の運用状況を確認するため、検証会議を定期的に開催し、水質の

状況や水道施設の運転から得られた課題を整理しています。また、計画の定期

的な見直しを行うことで、水質監視や水道施設の維持管理の向上、水質事故の

未然防止に努めています。 
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4.2 「強靭な水道システムの構築」 

2-1. 安定給水のための施設整備 

（１） 施設の更新・改良                                          

●施設の更新・改良 

現行計画 本市の最重要※基幹施設と位置付けている敷島浄水場については、平成２９

年度から更新事業を行うとともに、その他の更新対象施設についても、老朽

度、耐震性、運用面等を考慮し、計画的に更新を行います。なお、更新の際はよ

り効率的な施設運用を目指し施設のダウンサイジングや統廃合、配水区域の再

編などについても検討します。 

進捗状況・

評価 
令和２年度に敷島浄水場の新配水塔が完成しました。安定給水のためには、

更新・老朽化に伴う施設の統廃合・再編に加え、将来の事業環境を見据えたダウ

ンサイジングや水道施設全体を俯瞰した計画づくりが必要となるため、「清里・

青梨子水系再編事業計画（R3）」や「北西部水道施設再編計画（R6）」を策定し

ています。また、更新事業計画に基づき浄配水施設の更新を進め、災害に強い

水道施設の構築を推進しています。 
 

更新事業 

・ R2 敷島浄水場（新配水塔更新）    10.0 億円 

・ R６ 上柴配水場（新設）           3.6 億円 

・ R６ 敷島浄水場（新配水池更新）   19.1 億円 

・ R６ 荻窪受水場（増改築）        4.3 億円 

・ R７ 中之沢浄水場（更新）        9.3 億円 

● 配水池の耐震化率（％）の推移 ● 

R２ R3 R4 R５ R6 

４８．８ ４８．８ ４９．６ ５０．０ ５０．２ 

業務指標 B６０４：耐震対策の施された配水池有効容量／配水池有効容量×１００ 

R６値 62,539m3 / 124,527m3 = 50.2％ 

● 敷島浄水場 ● 

 

 

 

● 上柴配水場 ● 

 
 

※基幹施設 ： 水道水の供給において主要な役割を担う最も重要な水道施設のこと。本市では、豊富な水源を有する、多くの水

系に補水が可能など、水運用上、特に重要な施設を基幹施設として位置づけている。 
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●施設の改修 

現行計画 施設の更新と並行し、更新予定外の施設についても現行施設を健全かつ長

期的に供用し続けるため、配水池防水改修、場内管路の布設替え等の施設改修

を実施します。 

進捗状況・

評価 
点検等により施設の状況を正確に把握し、更新予定時期や老朽度具合を総合

的に判断して、改修により長寿命化が必要とされた施設を計画的に改修してい

ます。 
 

改修事業 

・ R1  上細井配水場    114,477 千円 

・ R２  八幡配水場       ８２，６２１千円   

・ R2 竜ノ口浄水場      34,848 千円 

・ R2 芦ヶ関浄水場      ２４，９４８千円 

・ R3 米野配水場       ２４，４０９千円 

・ R5 上細井配水場     ２０６，６１３千円 

・ R７ 荻窪受水場       １４１，９１１千円 

 

● 芦ヶ関浄水場（左：改修前、右：改修後） ● 

 

 

● 上細井配水場の配水池内部（左：改修前、右：改修後） ● 

 

 

 

  

改修内容：躯体補修・外壁塗装・屋上防水塗装 

改修内容：躯体補修・内面防水 
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●設備の更新・改修 

現行計画 流量計や配水ポンプ等の電気機械設備について、突然の機能停止による配

水への悪影響を未然に防止するため、適正な供用期間を把握し計画的に更新

改修を行います。 

進捗状況・

評価 
耐用年数を基に計画的に更新改修をしています。 

 

更新・改修事業 

・ R1   総社流量調整場 大渡幹線電動弁（更新）       ６，８２０千円 

・ R１   下細井浄水場   ３号送水ポンプ制御盤（改修）   ９，３５０千円 

・ R2   野中浄水場     ２号配水ポンプ制御盤（改修）  １９，２５０千円 

・ R2   田口浄水場    高区２号送水ポンプ（更新）     ６，３８０千円 

・ R3   泉沢配水場    高区２号配水ポンプ（更新）     ２１，１２０千円 

・ R４   総社浄水場     非常用発電設備（更新）      １１１，５０７千円 

・ R4   総社流量調整場 電磁流量計（改修）            ６，２７０千円 

・ R５   総社浄水場    ３号配水ポンプ（更新）         ３４，１７７千円 

・ R6   小坂子浄水場   計装盤（更新）              ７，５９０千円 

・ R6   野中浄水場    高圧受変電設備（改修）       ６０，１９３千円 

・ R7   下細井浄水場   電磁流量計（更新）           ６，８２０千円 

 

● 泉沢配水場 配水ポンプ ● 

 

● 小坂子浄水場 計装盤 ● 
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（2） 管路の耐震化・更新                                          

●管路更新率の段階的な引き上げ 

現行計画 現在供用中の管路の※実耐用年数は管種ごとに４０～１００年となっていま

す。 

管路更新には耐震化及び長寿命化を目的として耐震管（実耐用年数８０～１０

０年）を使用し、実耐用年数内に１度の更新を行うためには、管路総延長に対し

て１．０％以上の年間更新率を永続的に確保することが必要です。 

令和４年度以降は管路更新率の段階的な引き上げと事業量の平準化を図り、

耐震管への管路更新を行います。 
 

 

R1～R3 R4～R7 R8～R11 R12～ 

0.40 0.60 0.80 1.00 

進捗状況・

評価 
令和４年度から令和７年度における目標の管路更新率０．６０％に対し、目標

値を達成しています。今後増加する管路更新事業に対応するための予算や人材

確保策等について、柔軟な対応が求められています。 
 

● 管路更新率（％）の推移 ● 

業務指標 B５０４：更新された管路延長/前年度末管路延長✕１００ 
R６値 16.4km / 2610.9km = 0.63％ 

 

R２ R3 R4 R５ R6 

0.34 0.40 0.65 0.62 0.63 

 

  

※実耐用年数 ： 設備や施設が実際に使用され、その機能を維持できた期間のこと。税法上の減価償却計算に用いられる「法定

耐用年数」や、設計上の「設計耐用年数」とは異なり、実際の使用状況やメンテナンス状況によって変動する。 
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●重要給水施設配水管の耐震化 

現行計画 災害時に重要施設となる、９箇所の防災拠点（前橋市役所、前橋市水道局、群

馬県庁、前橋市消防局中央消防署、グリーンドーム前橋、前橋市役所大胡支所、

前橋市役所宮城支所、前橋市役所粕川支所、前橋市役所富士見支所）、４箇所の

災害拠点病院（前橋赤十字病院、群馬大学医学部附属病院、群馬県済生会前橋

病院、群馬中央病院）について優先的に給水することが必要となります。今後、

これらの重要施設への給水が可能となるよう供給ルート（※基幹管路）の耐震化

を進めます。 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

47.8 48.6 49.3 50.8 52.0 52.7 54.1 

進捗状況・

評価 
国が掲げる「防災・減災・国土強靭化のための５か年加速化対策」により、計画

期間が令和１１年度から令和７年度に前倒しとなりました。本市では令和７年度

末までに基幹管路の耐震適合率５４％を目標としており、概ね達成しておりま

す。 

能登半島地震を受け令和６年度には上下水道耐震化計画を策定し、上下水道

一体で管路の耐震化に取り組むこととなりました。上下水道一体で整備するた

めに重要施設を再検討し、これまでの１３箇所に１２箇所を加えた２５箇所を対

象に耐震化を進めます。（対象の重要施設についてはＰ．５６を参照） 

令和５年度までは重要施設１３箇所の供給ルート２８．６ｋｍの対象としており

ましたが、令和６年度からは重要施設を２５箇所とした供給ルート７３．６ｋｍを

対象としております。さらに基幹管路の算出方法を変更していることから、令和

６年度末の基幹管路の耐震適合率が８２．７％に上昇しています。 
 

● 基幹管路の耐震適合率（％）の推移 ● 

業務指標 B60６-2：基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長 

R６値 101.2km / 122.3km = 82.7％ 

（）内は目標値に対する評価のため、従来の算出方法に基づき算出した数値 

※算出方法の変更によりＲ６より数値が変動 

変更点１．重要給水施設配水支管を基幹管路から除外 

変更点２．基幹管路である配水本管を口径３５０ｍｍ以上から４００ｍｍ以上に変更 

 

 

 

R２ R3 R4 R５ R6 

48.2 49.4 50.9 51.9 
82.7 

（５３.１） 

  

※基幹管路 ： 導水管（水源から浄水場へ水を送る管路）、送水管（浄水場から配水池まで水を送る管路）、配水本管（給水管に分

岐しない配水管）を指し、水道水を供給する上で重要な役割を果たす管路のこと。 

基幹管路（Ｒ５） 

・導水管     ・送水管 

・配水本管（口径３５０ｍｍ以上） 

・重要給水施設配水支管 

基幹管路（Ｒ６） 

・導水管     ・送水管 

・配水本管（口径４００ｍｍ以上） 
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●鉛製給水管残存地区及び漏水多発箇所の配水管更新 

現行計画 鉛製給水管について、腐食により漏水の原因となる等の理由から、布設替を

行うことにより、鉛製給水管件数の減少はもちろんのこと、潜在漏水の解消に

よる有収率の向上や、配水管の老朽化対策及び耐震化にも効果が期待できま

す。鉛製給水管が多く接続されている配水管や漏水修繕履歴の多い地区を抽

出し、布設替えを進めます。 
 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

8.0 16.4 24.5 44.8 63.2 89.2 100.0 

進捗状況・

評価 
当初計画では事業計画期間を令和１１年度末としておりましたが、管路更新

率の段階的な引き上げを達成するために、令和７年度末に前倒ししました。令和

７年度末までに配水管更新率１００％を目標として事業を進めておりますが、資

機材・人件費の高騰等の影響により少し事業が遅れているため、事業計画期間

を令和８年度末としております。 
 

● 対象地区配水管更新の進捗率（％） ● 

更新した管路延長/対象地区配水管の延長 

R６値 30.4km / 47.2km = 64.3％ 

 

近年、全国的に水道管路の老朽化による漏水事故が多発しております。本市

では、漏水多発箇所の早期特定のため、人工衛星画像とＡＩを用いた漏水リスク

評価を実施し、効率的に漏水調査エリアを選定して、漏水の早期発見及び修理

するための取り組みをしています。 

● 人工衛星画像とＡＩを用いた漏水リスク評価の色分け ● 

 
 

R２ R3 R4 R５ R6 

10.1 14.4 30.4 46.7 64.3 
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2-2. 管理システムの構築 

（１） 遠方監視設備の整備・更新                                    

現行計画 浄水場、受水場、配水場等の基幹施設に遠方監視設備を整備し、運転監視の

強化と敷島浄水場から監視が可能な管理体制を構築します。 

進捗状況・

評価 
敷島浄水場では遠方監視設備を導入し、市内各所に点在している浄水場、受

水場、配水場等を監視しています。遠方監視設備の保守点検及び構成する各機

器の交換を計画的に実施しています。 
 

● 敷島浄水場の遠方監視設備 ● 

 

● 監視画面 ● 

 
 

 

（2） 施設のセキュリティ対策の充実                                 

現行計画 水道施設への毒物投入等の犯罪行為を防止するため、浄水場、配水池など重

要施設にセキュリティシステムを設置します。 

今後もセキュリティ対策の強化について検討し、安心・安定な給水を行いま

す。 

進捗状況・

評価 
浄水場等に設置した機械警備システムにより、施設の安全を確保しています。

また、施設の新設や改築更新に合わせ、施設の重要度に応じたセキュリティ対

策を実施しています。 
 

● 敷島浄水場の人感センサー ● 

 

● 水道施設の人感センサー ● 
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2-3. 災害対策の推進 

（１） 基幹施設のバックアップ強化                                    

現行計画 災害時には、地下水（浄水場）系と県央水（受水場）系間でのバックアップが可

能な施設整備を行い、給水停止のリスク低減に努めます。また、山間部で標高の

高い上流側の浄水場では、単独の自己水源でバックアップが困難な場合がある

ため、水源の複数化など浄水場間のバックアップ機能の強化を図ります。 

進捗状況・

評価 
山間部の標高の高い上流側の浄水場から下流の施設へ連絡管を整備しまし

た。これにより下流の施設が複数水源化され、バックアップ機能が強化されまし

た。 
 

・ 小坂子浄水場と滝窪浄水場の連絡管を整備 

・ 西大河原浄水場と竜ノ口浄水場の連絡管を整備 

・ 山口浄水場と米野配水場の連絡管を整備 
 

更なるバックアップ水源確保のため、令和５年度に群馬県企業局と県央水道

を増量する覚書を締結しました。この締結により、施設整備完了後に６，９００㎥

を増量受水します。廃止予定の田口浄水場の代替水源及び、富士見北西部に位

置する沼の窪浄水場と山口浄水場の水源複数化を図ります。（整備内容の詳細

については、Ｐ．５３を参照） 

 

（2） 応急給水実施の確保                                    

現行計画 地震被災時の応急給水として、被災直後の飲料水を配水池等の貯留施設で

確保します。 

進捗状況・

評価 
本市では地震災害時の応急給水として、発生直後より３日間までは一人当た

り３Ｌ、その後１０日間までは一人当たり２０Ｌ、その後、２１日間までは一人当た

り１００Ｌを目標水量としています。市内１７箇所の主要な浄水場（Ｐ．８５施設概

要図参照）の配水池等には緊急遮断弁（大地震発生時に配水を遮断し流水を防

ぐ設備）を設置しており、市内全域で最大約７２，６００ｍ３の飲料水を確保する

ことができます。また、本市では現時点において４台の給水タンク車を保有し、

災害や水道事故による断水に備えています。 

● 給水人口一人当たり貯留飲料水量（Ｌ／人）の推移 ● 

業務指標 B２０３：配水池有効容量✕1/2＋緊急貯水槽容量✕１０００/現在給水人口 

R６値 37,632m3 / 327,654 人×1,000L/m3 = １１５L/人 

R２ R3 R4 R５ R6 

１０２ １１２ １１３ １１５ １１５ 
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（3） 応急復旧体制の整備                                    

現行計画 局内の応急復旧体制を整備するだけでなく、他団体等関係機関との連携を

踏まえ、応援受け入れ体制等も考慮したものとします。 

進捗状況・

評価 
国の「危機管理対策マニュアル策定指針【共通編】」に基づき、令和５年７月に

本市における「危機管理対策マニュアル策定指針【共通編】」を策定しました。前

橋市地域防災計画の内容を随時反映しています。また、倉庫（下細井浄水場内）

に緊急資機材を確保し、維持管理を実施しています。 
 

● 倉庫（下細井浄水場） ● 

 

 

● 大規模災害訓練の様子（水道局災害対策本部） ● 
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（4） 他団体等関係機関との連携強化                                  

現行計画 災害対策マニュアルを踏まえた応急復旧活動を円滑に実施するため、前橋市

管工事協同組合などの関係団体と合同訓練等を実施します。 
※日本水道協会関東地方支部をはじめとした応援協定を締結している関係機

関との連携強化を図るため、定期的な合同訓練等を実施します。また、今後も

応急復旧の早期対応を実現するため、他団体・関連機関等との連携を拡充しま

す。 

進捗状況・

評価 
日本水道協会群馬県支部長として、毎年応急給水訓練を実施しています。ま

た、令和５年度から、市内の医療機関（災害拠点病院、救急告示医療機関、人工

透析医療機関）においても応急給水訓練を実施しています。 
 

● 応急給水訓練（日本水道協会） ● 

 

● 応急給水訓練（医療機関） ● 

 

 

災害時や水質事故発生時の対策として、飲料水を相互に融通する※相互連絡

管を１１箇所整備しています。 

● 相互連絡管設置箇所一覧 ● 

 

● その他の相互応援 ● 

・ 水道災害相互応援に関する覚書（川口市、宇都宮市、水戸市、前橋市の４市） 

・ 相互応援協定（日本水道協会関東地方支部の９事業体） 

・ 災害相互応援要綱（日本水道協会群馬県支部の自治体間） 

・ 応急給水及び応急復旧の協力に関する協定（前橋市管工事協同組合） 

・ 災害時における水道事業等の施設等の応急復旧に関する協定（積水化学） 

・ 災害時における応急給水設備等の供給協力に関する協定（森松工業） 

 

事業体名 高崎市 桐生市 伊勢崎市 吉岡町 玉村町 

箇所数 ４箇所 ２箇所 ２箇所 １箇所 ２箇所 

 

  

※日本水道協会 ： 日本の水道事業の発展と公衆衛生の向上を目的として設立された公益社団法人で、水道に関する調査研究、

技術開発、情報提供、研修、規格の制定など、多岐にわたる活動を行っている。 
※相互連絡管 ： 複数の水道事業体や配水区域の間で、水を融通し合うために設けられた連絡管のこと。 
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4.3 「お客様サービスの向上と持続できる水道」 

3-1. お客様サービスの向上 

（１） 直結給水の拡大                                            

現行計画 常に新鮮な水道水を供給できるよう※直結給水方式の拡大に取り組みます。 

【直結給水のメリット】 

①水を貯溜させる箇所がないため、安全で衛生的な水が直接供給されます。 

②受水槽・ポンプ等の設置場所や設置費用が不要です。 

③受水槽の定期的な清掃や受水槽、ポンプの保守管理が不要です。 

進捗状況・

評価 
直結直圧方式は、平成１３年１０月から３階建までに拡大しています。平成１８

年３月に制定した直結増圧方式は、平成３１年４月に改正を行い、給水条件を階

高６５ｍ以下１６階建てまでに拡大しました。毎年少しずつですが直結給水率は

増加しています。 

● 直結給水率（％）の推移 ● 

業務指標 A２０４：直結給水件数/給水件数 

R６値 138,817 件 / 164,607 件 = ８４．３％ 

R２ R3 R4 R５ R6 

８３．９ ８４．０ ８４．１ ８４．２ ８４．３ 

 

（2） 貯水槽水道の指導強化                                          

現行計画 ※貯水槽水道における水質の劣化等の衛生問題を解消し、安全でおいしい水

道水を供給するために、貯水槽水道の設置者への指導を強化する必要がありま

す。今後も、適切な管理ができるように、広報まえばしやホームページなどを通

じて情報提供を行うとともに法令遵守を呼びかけ、貯水槽水道の指導強化を図

ります。 

進捗状況・

評価 
貯水槽水道の設置者は、法令により毎年１回以上の清掃、点検など適切な管

理を行う必要があります。水道局ではホームページ等により、貯水槽水道の設

置者に衛生管理強化の呼びかけを行い、保健所と貯水槽水道の設置箇所につ

いて情報を共有するなど、指導に努めています。 

 

  

※直結給水方式 ： 配水管から直接、各家庭や建物の給水栓（蛇口）まで水道水を供給する方式。途中に貯水槽を設けないため、

新鮮な水が供給されるという利点がある。 
※貯水槽水道 ： 配水管から供給された水道水を一度、建物内に設置された貯水槽（受水槽）に貯め、そこからポンプなどで各家

庭や給水栓に供給する方式で、主にマンションやビルなどの集合住宅や大規模な建物で採用される。 



第 4 章 施策の進捗状況と評価      

31 

 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

第 

７ 

章 

第 

８ 

章 

第 

９ 

章 

資
料
編 

（3） 鉛製給水管の解消                                            

現行計画 水道水の安全性を確保するため、残存する鉛製給水管の解消を進める必要

があります。 

本市では、配水管として位置付けられた鉛管は解消しましたが、各ご家庭に

引き込まれた給水管には一部鉛製給水管が残存しています。今後も、鉛製給水

管取替工事の助成制度を引き続き行うと共に、配水管布設替工事や漏水修理

工事等に合わせて計画的に布設替えを行い、鉛製給水管の解消に取り組みま

す。 

進捗状況・

評価 
鉛製給水管について、水道水中への微量の鉛の溶出や腐食により漏水の原

因となる等の理由から配水管布設替工事等により布設替を実施しています。給

水管は所有者の財産であり、取替費用は個人負担となることから、平成１７年度

に「鉛製給水管取替工事助成制度」を設け、令和５年度からは助成金額を引き上

げるなど、鉛製給水管の解消に努めています。 

● 鉛製給水管率（％）の推移 ● 

業務指標 A４０１：鉛製給水管使用件数/給水件数✕１００ 

R６値 13,015 件 / 164,607 件 = 7.9％ 

R２ R3 R4 R５ R6 

１１．３ １０．４ ９．５ ８．６ ７．９ 

 

（4） 電話や窓口対応等のサービス向上                                     

現行計画 水道水の供給としての給水サービスのほかに、お客様に対する窓口対応等の

サービスの向上を図ります。 

窓口業務の充実に向けて、水道料金システムの更新や時間外の対応を含め、

広く検討を進めるとともに、水道局ホームページの充実を図り、インターネット

による各種手続きの拡大など、利便性の向上を図ります。 

進捗状況・

評価 
水道料金の収納には、口座振替、納入通知書払い（窓口・スマートフォン決

済）、クレジットカード払いが選択できます。令和２年度にスマートフォン決済ア

プリ、令和５年度にｗeｂ口座振替受付サービスの開始により、時間や場所を問

わず、支払いや手続きが可能となり、利便性向上を図ることができました。 

水道の開始・中止等の届出については、電話受付の他、インターネット受付（ぐ

んま電子申請受付システム）により２４時間手続きが可能です。 
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3-2. お客様ニーズの把握・施策への反映 

（１） お客様と一体となった水道事業運営の推進                             

現行計画 お客さまと一体となった水道事業運営を推進するには、双方向の意見・情報

交換が必要です。水道局では、様々な方法により、お客さまへの情報提供、お客

さまのニーズの把握などに努め、ＰＲなどを行い、事業運営におけるお客さまと

の連携を深めていきます。 

進捗状況・

評価 
水道局の取組を広く知っていただくため、ホームページにて水道局の様々な

活動を公開しています。 

また、広報まえばしやインスタグラムにて、水道局の活動・施設の更新状況に

ついてお知らせしています。 

● ホームページ ● 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● インスタグラム ● 
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3-3. 経営の効率化 

（１） 組織の合理化・人員配置の適正化                                   

現行計画 お客さまサービスの向上を図り、効率的に事業を推進するために、人的な効

率を向上させ、業務の増減に合わせて適切な定員と配置を検討していきます。 

進捗状況・

評価 
施設の老朽化や耐震化に伴い増加する更新投資に適切に対応するため、職

員数は増加傾向にあります。必要な専門職についても適正な人員配置に取り組

みます。 

● 水道事業に係る職員数（人）の推移 ● 
 

R２ R3 R4 R５ R6 

８１ ８１ ８４ ８５ ８５ 

 

（2） 民間委託等の推進                                   

現行計画 効率的な事業運営と給水サービス向上を実現するため、経費節減の視点か

ら、事業の委託化を推進します。今後も継続して、直営として技術継承すべきも

の、民間委託が可能なものを見極めながら委託やＰＦＩ等活用の可能性を検討し

ます。 

進捗状況・

評価 

これまで水道料金関連や水道施設の運転管理、宿日直業務などを民間委託し

ています。 
 

民間委託業務 
  

・ 水道料金等収納業務委託 

・ 浄水場運転監視等業務委託 

・ 宿日直業務委託 

・ 減圧弁、水管橋点検業務 

・ 配水管内洗浄業務 

・ 漏水調査業務 
 
 

上下水道事業に関する※PPP/PFI 提案窓口 
 

  ・ 前橋市ＨＰ上に提案窓口設置 
 

 

 

 

 

 

 

※PPP/PFI ： 公共サービスの提供に際して公共施設が必要な場合に、公的な機関が直接施設を整備せずに民間に施設整備と

公共サービスの提供をゆだねる手法。ＰＦＩは、民間が資金調達し、設計、建設、運営を民間が一体的に実施する

方式であり、ＰＰＰは、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を図ることを目的とし
ている。 



第 4 章 施策の進捗状況と評価      

34 

（3） 経営改善を図る行財政改革推進計画                                  

現行計画 本市では現在、「行財政改革推進計画」(Ｒ８よりＤＸ推進計画)に基づき、行財

政改革の取り組みを進めています。「行財政改革推進計画」を本ビジョンの関連

計画として位置づけ、経営改善に取り組むとともに、長期的には持続可能な経

営を展望して、経営の効率化を計画的に進めます。 

進捗状況・

評価 
「行財政改革推進計画」では、水道事業に係る行財政改革を推進するうえで

重要な指標として、企業債残高と水道料金収納率（各年度３月末時点）を掲げて

おり、これらの指標については毎年度公表しています。なお、料金収納率につい

ては、３月調定に対する納入分が反映されていないため、４月末時点の料金収

納率を（）内に記載しています。 
 

● 企業債残高（億円）の推移 ● 

 

● 料金収納率（％）の推移 ● 

業務指標 C１２６：料金納入額/調定額✕１００ 

Ｒ６値（３月末時点） 57.6 億円 / 63.2 億円 = 91.2％ 

Ｒ６値（４月末時点） 62.5 億円 / 63.2 億円 = 98.9％ 

R２ R3 R4 R５ R6 

１２８．１ １１９．４ １１８．５ １２７．９ １３４．３ 

R２ R3 R4 R５ R6 

９１．４ 

（９９．１） 

９１．７ 

（９８．９） 

９１．２ 

（９８．９） 

９１．４ 

（９８．９） 

９１．２ 

（９８．９） 
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（4） 「水道事業ガイドライン」の活用                                  

現行計画 目標に対して的確に事業運営を推進するためには、経営状況を適切に把握･

評価する必要があります。そのために、「※水道事業ガイドライン」に示されてい

る業務指標（ＰＩ）などにより、客観的に現状を評価します。これにより、客観的な

指標に基づく経営状況、施設整備状況を把握することができ、事業計画の見直

しに役立てます。また、水道事業の状況を開示することで、説明責任を果たしま

す。 

進捗状況・

評価 
水道事業ガイドラインに基づく業務指標をホームページで公表し、水道事業の

経営状況等について客観性・透明性を確保に努めております。また、お客様へわ

かりやすい情報の提供を行うため、過去５年間の数値を記載して推移変動が把

握できるようにするとともに、類似団体の平均値を記載して比較ができるよう

にしております。 

● 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 ● 

 

 

  

※水道事業ガイドライン ： 水道事業の運営状況を客観的に評価し、経営改善やサービス向上を促進するために策定された１１９

項目の指標のこと。 
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3-4. 組織体制・技術の継承 

（１） 技術の継承                                               

現行計画 職員の減少により技術者の育成が必要なため、技術継承計画に基づき水道

事業に携わる職員としての専門的知識・技能の習得を図り、職員の技術力向上

とお客さまへのサービス向上を図ります。 

進捗状況・

評価 
平成２８年に策定した「前橋市水道局職員技術継承計画」を令和３年に改訂

し、事務職員や下水道に関する技術も対象にするなど、幅広い技術継承に取り

組んでいます。 

● 技術研修の様子 ● ● 勉強会の様子 ● 

 

 

（2） DX・ICT 化の推進                                               

現行計画 ※ＤＸ情報の収集に努め、各種新技術や※ＩＣＴの積極的な利用を検討し、事務

効率の向上とお客さまへの情報提供の拡充を図ります。 

 マッピングシステムを利用した高度な業務支援システムの開発 

 新料金システムの構築に向けた情報収集 

 システム統合 

 水道局ホームページ等によるアンケート調査、情報提供の充実 

 ＡＩや衛星写真等を用いた各種新技術導入の検討 

進捗状況・

評価 

導入内容 

・ R１ マッピングシステム機能拡張、窓口アンケート実施 

・ R２ 料金システム改修、スマートフォン決裁導入 

・ R５ スマートメータ実証実験（難検針箇所）、施設台帳システム導入 

     ＡＩや衛星写真等を用いた水道管漏水リスク診断 

 

● スマートメータ実証実験 ● 

スマートメータのイメージ 

各戸に設置したスマートメータが携帯電話会社等の通信網を利用して基地局経由

でデータセンターと通信を行うため、現地に行かずにいつでも水道局で検針データ

を確認することができるというものです。 
 

※DX ： Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎの略語。「ＩＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」とい

う概念であり、ＩＴ化といった意味でも用いられている。 

※ICT ： 情報・通信に関する技術の総称。従来から使われている「IT」に代わる言葉として使われている。海外では、ＩＴよりＩＣ
Ｔのほうが一般的である。 
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3-5. 財政面の安定化 

（１） 料金収入の確保（収納環境の整備、料金未納対策など）                      

現行計画 収納環境の整備とともに料金未納対策を強化し、安定した料金収入の確保に

努めます。 

 収納環境の整備 

 効果的な収納チャンネルの検討 

 料金未納対策の強化 

 新規滞納者の予防、給水停止の早期執行、口座振替払いの推進 

 その他の収入の強化 

 「ホームページバナー広告」をはじめとした各種広告収入の拡大 

 遊休地等未利用地の処分等（売却、貸付） 

進捗状況・

評価 
市民生活等への急激な負担の増加を緩和するため、令和４年４月と令和７年

４月に段階的な料金改定を実施しています。また、料金徴収業務を民間事業者

に委託することで、効率的な運営を図り、毎年度高水準の収納率を維持してお

ります。 

収納環境の整備として、口座振替、納入通知書払い（窓口、スマートフォン決

済アプリ）、クレジットカード払いによる支払方法を提供しています。また、確実

な収納が可能な口座振替払いの推進として、令和６年１月からｗｅｂ口座振替受

付サービスを開始しました。本サービスにより口座振替登録手続きの簡素化及

び利便性向上を図ることができました。なお、現在６６．６２％が口座振替を利

用しており、令和６年度における新規登録者の約５２％がｗｅｂにより口座振替

手続きを行っています。さらに、収納に係る手数料は年々増加傾向にあり、その

中でも大きな負担となっていたクレジット決済手数料について、負担の在り方

を見直したことにより、大幅な経費削減につながりました。 

前橋市水道局公有地利活用事業として「清里前原受水場更新用地」を対象に

太陽光発電設備を利用した※オフサイトＰＰＡ事業を実施しています。 

 
 

● 清里前原受水場更新用地 ● 

 

  

※オフサイトＰＰＡ ： 電力を使う施設以外の場所に発電事業者が太陽光パネル等の発電設備を設置し、送電網を通
して水道局が電力を購入する仕組み。 
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（2） 事業計画（水道ビジョン）の見直し                                 

現行計画 目標年度は令和１１年度までとなっており、その間の事業進捗によっては、修

正や新たな課題等への速やかな対処が必要となります。このため、５年毎に実

績評価を踏まえ、その後の計画を順次見直します。 

計画期間の中間点（５年目、１０年目）で見直しを行うことにより、新たな課題

等に対応した事業運営と施設整備を図ることが可能となります。また、実態に

応じて見直しされた計画により事業運営を行うことが、説明責任を果たす上で

も必要なことです。 

進捗状況・

評価 
令和３年度に中間見直しを実施しています。（令和４年４月の料金改定の施行

に伴い、見直しの時期を令和２年度から令和３年度に変更） 

 

（3） 財政計画の見直し                                              

現行計画 水道局では、４年間を計画期間とする財政計画の策定を行っています。財政

計画では、収益に対応し、※独立採算制の原則に基づきながら、自己資金の確保

と投資時期の適正化に努めます。 

進捗状況・

評価 

 

財政計画は、平成２９年度に平成３０年度～令和３年度まで、令和３年度に令

和４年度～令和７年度までを策定しています。 

なお、令和７年度に令和８年度～令和１１年度までを策定しています。 

 

  

※独立採算制 ： 事業や組織が、その活動によって得られる収入（水道事業では料金収入のこと）によって、その事業運営にかか

る費用（人件費、維持管理費、設備投資費など）を賄い、外部からの補助や支援に頼らずに自立して経営を行う
原則を指す。 
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3-6. 環境への配慮 

（１） 有効率・有収率の向上                                            

現行計画 水は限られた大切な資源です。貴重な資源である水を有効に活用するため、

本市では有効率・有収率の向上を目指します。 

平成２４年度に「有収率向上プロジェクト」を発足し、漏水対策に取り組んでい

ます。引き続き、合併地区における老朽化した塩化ビニル管の更新や漏水調査

などを実施します。また、効率的な漏水の判別を目的として、平成２７年度から

は新しい漏水調査手法として※スクリーニング工法にも取り組みます。 

進捗状況・

評価 
平成２４年度に発足した有収率向上プロジェクトに始まり、平成２７年度から

の漏水調査に採用したスクリーニング工法を経て、本市の漏水の特性や原因の

究明に取り組み、令和５年度から、人工衛星画像とＡＩを用いて市内全域の漏水

リスク診断を行いました。これにより、漏水が発生するリスクが高いエリアを効

率的に絞り込み、水道局職員直営と専門業者への委託による両面での漏水調

査を行い、漏水の早期発見及び修理に努め、有効率と有収率の向上に取り組ん

でいます。 

● 有収率（％）の推移 ● 

業務指標 B112：年間有収水量/年間配水量 

R６値 37,373 千 m3 / 47,693 千 m3 = 78.4％ 
 

● 漏水調査エリア選定作業の様子 ● 

  

● 職員直営漏水調査の様子 ● 

  
 

R２ R3 R4 R５ R6 

８３．５ ８２．９ ８０．９ ７８．８ ７８．４ 

  

※スクリーニング工法 ： 水道管路の広範囲を効率的に調査し、漏水が発生している可能性が高い箇所やエリアを絞り込むため

の初期段階の調査手法。 
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（2） 省エネルギー対策、環境に配慮した事業の推進                        

現行計画 基幹施設の整備・更新時に太陽光発電設備、小水力発電等のクリーンエネル

ギー設備の設置、さらに、スマートメータ導入等についても検討します。 

「水道事業ガイドライン」に示されている「地球温暖化防止、環境保全などの推

進」に関する業務指標について向上を図り、職員一人ひとりの環境問題への認

識を高めます。 

進捗状況・

評価 

 

導入内容 
 

・ R2 二酸化炭素排出係数の低い電力契約 

・ R3 水道庁舎・敷島浄水場のＬＥＤ照明化 

・ R５ 太陽光発電設備を利用したオフサイトＰＰＡ事業の実施 

（清里前原受水場更新用地） 

スマートメータ実証実験（大洞地区） 

・ R6 スマートメータ実証実験（駅北口再開発集合住宅） 

 

（3）環境会計の導入の検討                                 

現行計画 環境会計とは、事業活動において、環境保全のためにどのくらいコストがか

かり、その結果どのくらいの効果が得られたかを、貨幣単位や物量単位で把握・

測定し、公表するものです。 

水道事業では、安定して水道水を供給するために、浄水場、配水場等でエネル

ギーを消費しています。水道局では、環境への負荷を極力低減していくために、

環境保全コストと環境負荷低減効果を把握し、より効果的な環境保全への取組

みなどを検討します。 

進捗状況・

評価 
水道局公有地に設定している太陽光発電設備により、毎年約９．３ｋＷ／ｈを

発電しています。これにより毎年約３．５ｋｇのＣＯ２の削減に寄与しています。 
 

      ● 配水量１㎥当たり二酸化炭素排出量（g/㎥）の推移 ● 

業務指標 B３０3 二酸化炭素排出量/年間配水量✕１０６ 
R６値 2,780t・CO２ / 47,693 千 m3 = 58g/m3 

R２ R3 R4 R５ R6 

９７ ７７ ９１ ７６ ５８ 

 


